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寄居警察署 

☎581ー0110 

用土駐在所 

☎584ー3739 

 

《空き家ねらいの泥棒に注意！》 

 寄居警察署管内で、空き家をねらった泥棒の

被害が多発しています。 

 付近の空き家に見慣れない車が止まってい

た、夜間に変な物音がした等の 

不審点がありましたら、すぐに 

110番通報をお願いします。 

 

  

〈不法就労は法律で禁止されています〉 

 不法就労はそれを行った外国人だけでなく、不

法就労させた事業主も処罰の対象になります。 

 不法就労となるのは 

  ① 不法滞在する人が働くケース 

    （例：密入国した人等など） 

  ② 働く資格がないケース 

    （例：観光客や許可がない留学生） 

  ③ 認められた範囲以外で働くケース 

    （例：調理師の許可で機械工の労働） 

の３つの事例があります。 

 外国人を雇用する際は 

在留カードの確認をお願 

いします。 

 

 

 

 薬物乱用問題が全国的な社会問題となっており、乱用者の低年齢

化や危険薬物を使用した人が健康被害や二次的犯罪を起こす事例も

多発しています。 

 薬物乱用は、「合法・脱法」をうたった薬物 

の使用から始まり、その後覚醒剤等の薬物依 

存にまで進む事が多く、「やせ薬」や「お香」 

と宣伝された危険薬物を知らずに使用してし 

まうこともありますので、不審な薬物には手 

を出さないよう心掛けましょう。 

覚醒剤等の危険薬物の根絶！ 

    用土駐在所日誌 

   【４月15日～５月15日】 

● 人身事故・・０件 

● 物件事故・・６件 

● 窃盗被害・・０件 

パトロール強化中です！不審

者や不審な車を見たら、すぐ

110番通報を！ 


